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被 害 発 覚 ま で の 流 れ 

キャッシュカードを預かります。 

念のため暗証番号も教えて下さい。 
カードを封筒の中に入れてください。 

封筒に割印をするので印鑑を持ってきて。 

コンビニや金融機関などのＡＴＭで現金を引き出される！！ 

 その警察官は、ニセモノではないですか！？ 

 渡したり預ける前に、本物の警察に確認を！ 

別の犯人が自宅を訪れ 

パターン① パターン② 

ニ セ 警 察 官 

印鑑を取りに行き、目を離し

た隙に、別の封筒（ポイントカー

ドやトランプ入り）と交換！！ 

 

 

犯人は、警察官をかたり、 

 
 

 あなたのキャッシュカードが不正利用されている。 

 すぐに利用停止する必要があるし、交換も必要だ。 

 すぐに取りにうかがう。 

 

と、正常な判断をさせないように不安をあおります。 

 

全国的に、警察官をかたった犯人にキャッシュカードをだましとられ、現金

を引き出される被害が発生しています。 

新しいカードが届くまで封を切らずに大事に保管して

ください（発覚を遅らせるための細工です！！）。 


